
2023 年度臓器提供施設連携体制構築事業費助成金交付要綱 

 

 

（通則） 

第１条 この要綱は、公益社団法人日本臓器移植ネットワーク（以下「JOT」と

いう。）が、臓器提供施設連携体制構築事業実施要綱に基づき、地域における

脳死下及び心停止後臓器提供体制の構築をするため、臓器提供施設連携体制

構築事業費助成金（以下「助成金」という。）の交付に関して、必要な事項を

定める。 

 

（目的） 

第２条 この助成金は、脳死下及び心停止後臓器提供の経験が豊富な施設が、臓

器提供の経験が少ない施設等に対して、適切に臓器提供に関する情報の提示

（選択肢提示）を実施し、脳死判定等ができるような人員配置やマニュアル作

成のノウハウを助言するとともに、臓器提供事例発生時に医師や検査技師等

が応援に駆けつける等の支援を行うことで、地域における臓器提供体制の構

築を図ることを目的とする。 

（交付の対象） 

第３条 この助成金は、別に定める公募要項の要件に従って選定された拠点施

設（以下「助成事業者」という。）に対し交付するものとする。 

 

（助成金の対象となる活動） 

第４条 この助成金の交付の対象となる活動（以下「助成活動」という。）は、

第２条の目的を達成するために、助成事業者を含め３施設以上の５類型施設

で病院群を形成して行う次の活動とする。 

（１）臓器提供に関する地域における教育体制の構築 

（２）臓器提供事例発生時の連携施設への支援体制の構築 

２ 助成活動の実施期間は、助成決定の日から翌年３月３１日までとする。 

３ 前項に関わらず、前年度に当該事業を実施した助成事業者が引き続き本年

度も実施を希望し、かつ採択された場合は、所定の手続きの上、当該年度の４

月 1日に遡及して事業を実施することができるものとする。 

 

（助成金の対象経費） 

第５条 この助成金の対象経費は、本事業の活動に必要な諸謝金、旅費、消耗品

費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、賃金及び雑費とする。 

 



（交付額の算定方法） 

第６条 この助成金の交付額は、活動ごとに算出された額の合計額とする。た

だし、活動ごとに算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、こ

れを切捨てるものとする。 

 

（交付の申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとするときは、別に定める公募要項に従い、申

請書を公益社団法人日本臓器移植ネットワーク理事長（以下「理事長」という。）

に提出しなければならない。 

 

（交付の決定） 

第８条 理事長は、前条により対象施設から申請があったときは、その妥当性を

審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは交付の決定を行い、申請期限

から１か月以内に交付決定通知書(様式第１号)を助成事業者に送付するもの

とする。 

２ 理事長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、

助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して助成金

の交付を決定することができる。 

 

(申請の取下げ) 

第９条 助成事業者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不

服があることにより、助成金の交付の申請を取下げようとするときは、交付の

決定の通知を受けた日から１４日以内に、交付申請取下げ書(様式第２号)を

理事長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の

交付の決定は、なかったものとみなす。 

 

(助成活動の遂行) 

第１０条 助成事業者は、助成金の交付の決定の内容（次条に基づく承認をした

場合は、その承認された内容。以下同じ。)及びこれに付された条件、その他

この要綱に基づく理事長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって助成活

動を行わなければならず、助成金を他の用途へ使用してはならない。 

 

(計画の変更の承認) 

第１１条 助成事業者は、助成活動の内容を変更しようとするときは、あらかじ

め計画変更承認申請書(様式第３号)を理事長に提出し、その承認を受けなけ



ればならない。ただし、第８条第１項により交付の決定された助成金の額に影

響を及ぼさない範囲内で、助成活動の２０％以内の額を変更する場合につい

ては、この限りでない。 

２ 理事長は、前項の計画変更を承認した場合において、計画変更承認及び変更

交付決定通知書(様式第４号)を助成事業者に送付するものとする。 

３ 理事長は、前項の場合において、必要に応じ、計画変更承認申請に係る事項

につき修正を加え、又は条件を付することができる。 

 

(助成活動の中止又は廃止) 

第１２条 助成事業者は、助成活動を中止又は廃止しようとするときは、助成活

動中止(廃止)承認申請書(様式第５号)を理事長に提出し、その承認を受けな

ければならない。 

 

(助成活動遅延の報告) 

第１３条 助成事業者は、助成活動が予定の期間内に完了することができない

と見込まれる場合、又はその遂行が困難となった場合は、速やかに理事長に報

告し、その指示を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第１４条 助成事業者は、助成活動の遂行及び支出状況について理事長から報

告を求められたときは、速やかに活動状況報告書（様式第６号）を理事長に提

出しなければならない。 

 

（助成活動の遂行命令） 

第１５条 理事長は、助成事業者が提出する報告等により、その者の助成活動が

助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていない

と認めるときは、その者に対し、これらに従って当該助成活動を遂行すべきこ

とを命ずることができる。 

２ 理事長は、助成事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該

助成活動の遂行の一時停止を命ずることができる。 

 

（実績報告） 

第１６条 助成事業者は、助成活動の完了の日から起算して１か月を経過した

日（第１２条により活動の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通

知を受理した日から１月を経過した日）又は翌年度４月１０日のいずれか早

い日までに、事業実績報告書（様式第７号）を JOT 理事長に提出して行わなけ



ればならない。 

 

（交付の確定） 

第１７条 理事長は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必

要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る助成活動の実施成果が、助成金

の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付

すべき助成金の額を確定し、確定通知書(様式第８号)を助成事業者に送付す

るものとする。 

 

（交付の取消） 

第１８条 理事長は、助成事業者が次の各号の一に該当するときは、交付の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）交付の目的、内容が適当と認められないとき 

（２）偽りその他不正の手段により対象経費の交付を受けたとき 

（３）助成金を他の用途に使用したとき 

（４）前３号のほか、本事業に関し助成金の交付の決定の内容及びこれに付した

条件に違反したとき、又は理事長の指示に従わなかったとき 

 

（助成金の返還） 

第１９条 理事長は、前条により交付の取消を行ったときは、交付した助成金の

全部又は一部の返還を命ずる。 

２ 理事長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超

える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について

JOT に返還することを命ずる。 

 

(調査等) 

第２０条 理事長は、助成金の執行の適正を期するために必要と認めるときは、

助成事業者に対し報告をさせ、又は JOT 職員にその事務所等に立入り、帳簿

書類等を調査させ、若しくは関係者に対し質問させることができる。 

２ 理事長は、前項の規定による調査等により、当該助成活動が助成金の交付の

決定の内容又はこれに付した条件に適合していないと認めるときは、助成事

業者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることがで

きる。 

 

(助成金の経理) 

第２１条 助成事業者は、収支簿を備え、他の経理と区分して助成活動の収入額



及び支出額を記載し、助成金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 助成事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し

て前項の収支簿とともに、当該帳簿及び証拠書類を助成金の額の確定の日（事

業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年

度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

 

（その他） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項

は、理事長が別に定める。 

 

（制定と改廃） 

第２３条 この要綱の制定と改廃は、理事長の承認を得て行う。 

 

 

附 則 この要綱は、2023 年３月 31 日から施行する。 


